
 

 

 

 

ウクライナから区内への避難民の状況について 

 

１ 区の支援について 

  ・これまで行ってきた多文化共生事業を活用することを方針とする。 

   ・区内に身元保証人がいることを支援の前提とする。 

（１）ワンストップ窓口をおおた国際交流センター（Minto Ota）に設置（4月 28日）  

（２）ホームページや多言語相談窓口での情報提供 

（３）部局連携による生活物資の提供、緊急時の住宅の確保など支援の実施 

 

２ 区への問い合わせ状況 

避難民への支援要望など計12件（令和 4年 6月 8日現在） 

 

３ 区内避難民の状況 

・５名、女性のみ（20代×１、30代×３、40代×１、うち 1名は車いす利用） 

・健康状態は全員良好、5/30(月)より区内のマンションに在住、複数の支援者が対応 

・区外の公営住宅へ転出の予定 

支援内容 

・5/30(月) 食料・水・衛生用品・紙おむつ（車いすの方が使用）等搬入 

・6/2(木)  スロープ（車いすでの段差解消）搬入 

 

４ 国・東京都の支援 

（１）国による支援 

・ 一時滞在先のホテルに宿泊など（身元保証人のない場合は国が支援） 

（２）東京都による支援 

・都営住宅・都民住宅の提供、就労支援専用窓口の開設 
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